
東京都市計画道路補助第２３０号線

（練馬区大泉学園町七丁目
～同区大泉町三丁目）

令和６年６月２８日

建設局 道路建設部

資料４－１
令和６年度第１回
事業評価委員会



目 次

1. 事業概要 ・・・・・・・・・・・ １

2. 社会経済情勢等の変化 ・・・・・・・・・・・ ５

3. 事業の投資効果 ・・・・・・・・・・・ ６

4. 事業の進捗状況 ・・・・・・・・・・・ １０

5. 事業の進捗の見込み ・・・・・・・・・・・ １２

6. コスト縮減等 ・・・・・・・・・・・ １３

7. 対応方針（原案） ・・・・・・・・・・・ １４



１．事業概要（１）

［全体概要］

路線名：補助第２３０号線

区 間：練馬区関町南四丁目

～同区光が丘三丁目

延 長：約１０．４ｋｍ

［今回評価区間］

区 間：練馬区大泉学園町七丁目

～同区大泉町三丁目

延 長：１,２５０ｍ

幅 員：１８ｍ(２車線）

事業費：約１４５億円
補助第230号線
Ｌ＝約10.4ｋｍ

年 度 計画等

昭和４１年７月３０日 都市計画決定

平成２２年８月２０日 事業認可取得

令和９年３月３１日 事業認可期間

神奈川県

埼玉県
今回評価区間
Ｌ＝1,250ｍ

千葉県
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１．事業概要（２）

新座市

練馬区

光が丘
公園

■練馬区北西部地域の道路ネットワーク形成による、交通の円滑化及び利便性の向上

■緊急輸送道路間の接続による、防災拠点等へのアクセス性の向上

笹
目
通
り

同一路線の沿道状況

事業の効果

今回評価区間周辺の概要

凡 例
事業中（現道あり）
事業中（現道なし）
その他（未整備）
その他（完成・概成）
高速道路等
鉄道等

今回評価区間
Ｌ＝1,250ｍ

①大泉学園町方面を望む

②大泉町方面を望む

２

写真撮影方向を示す

光が丘駅

②



１．事業概要（３）

標準横断図現況（一部）

事業範囲

平面図

現道

現道あり 現道なし

計画
側道部横断図

側道部（計画）

３



１．事業概要（４）

前回

今回

①

①

②

②

４
写真撮影方向を示す

前回なし

③

③



２．社会経済情勢等の変化

■ 本路線周辺の現況交通量

R3年度は、H27年度と

比較して横ばい

社会経済情勢の変化

施行 地区 着手年度 用地 工事

① 東京都 補助第２３０号線（土支田） 平成25年度完了 － －

② 東京都 補助第２３０号線（大泉町Ⅰ期） H21 96％ 実施中

③ 東京都 補助第２３３号線（大泉学園町） H27 45％ 未実施

１

②

交通センサス観測地点
H27年度 5,006（台/12ｈ）
R3年度 5,523（台/12ｈ）

光が丘駅

笹
目
通
り

凡 例
完成・概成
事業中（現道あり）
事業中（現道なし）

（Ｒ５年度末時点）関連する他事業等の進捗状況の変化

３

一部開通
L=200ｍ

【写真】一部開通区間 L=200m

（土支田交差点から大泉町二丁目方面を望む）

５

今回評価区間

補
助
第
２
３
３
号
線



３．事業の投資効果（１）

定量的効果

現在価値化総便益 ３３０．３億円

走行時間短縮便益 ３１９．５億円

走行経費減少便益 １０．１億円

交通事故減少便益 ０．７億円

【便益（Ｂ）の算定】

現在価値化総費用額 １５０．３億円

工事費 ４０．５億円

用地費 １０４．８億円

維持管理費 ５．０億円

【費用（Ｃ）の算定】

※費用便益分析マニュアル（国土交通省 令和５年１２月）に基づき分析

【費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算定】

６

※現在価値算出のための社会的割引率は４％を用い、比較のために参考として２％及び１％として算出した結果を併記する。
なお、参考比較のための値は平成15 年（2003 年）～令和４年（2022 年）の期間の国債の実質利回りを踏まえた1%、及び、平成５年

（1993 年）～令和４年（2022年）の期間の国債の実質利回りを踏まえた2%としている（公共事業評価に関する技術指針（令和５年９月国
土交通省））。

（参考）社会的割引率2%の場合： B/C＝ 3.4 、社会的割引率1%の場合： B/C＝ 4.6

Ｂ／Ｃ ＝ ２．２（前回 ２．３）



３．事業の投資効果（２）

定性的効果

事項
該
当

交通

交通渋滞の解消 ○

物資流動円滑化への寄与 ○

バスの定時性 ○

迂回交通の減少 ○

景観 都市景観の向上 ○

防災

緊急車両の走行 ◎

延焼遮断 ○

災害時の避難路の確保 ◎

消防活動困難地域の解消 ○

事項
該
当

くらし

土地利用の転換・高度化 ◎

交通不便地域の解消 ◎

商業・産業の活性化 〇

公共施設へのアクセス向上 ○

安全

交通事故の減少 ○

バリアフリー化 ○

自転車や歩行者のための
空間確保

○

その他

７

※該当欄の◎は次頁以降に概要あり



３．事業の投資効果（３）

■補助第２３０号線の整備を契機に、沿道の地区計画（大泉学園町地区、大泉三丁目地区）が
策定された。

■本路線を整備することにより、練馬区北西部の道路ネットワークが強化され、
誰もが快適に移動できる交通環境が創出される。

■補助第２３０号線は、大江戸線延伸の導入空間としても活用される見込みである。

定性的効果 <くらし> ・土地利用の転換・高度化

・交通不便地域の解消

出典：練馬区都市計画マスタープラン（平成27年12月）

大泉学園町
地区計画

【凡例】

※１：光が丘から大泉学園町
※２：大泉学園町から東所沢

※１

※２

８

大泉町三丁目
地区計画

今回評価区間



３．事業の投資効果（４）

定性的効果 <防災> ・緊急車両の走行
・災害時の避難路の確保

一次路線：応急対策の中核を担う都本庁舎、立川地域防災センター、重要港湾、空港島を連絡する路線
二次路線：一時路線と区市町村役場、主要な防災拠点（警察、消防、医療等の初動対応機関）を連絡する路線
三次路線：その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線

■本路線の整備により、第一次緊急輸送道路と第二次緊急輸送道路とが結ばれ、防災性が向上する。
■大泉中央公園一帯や光が丘警察署、練馬光が丘病院など、防災拠点等へのアクセス向上が図られる。

光が丘駅

光が丘団地
光が丘公園一帯

和光市新座市

９

今回評価区間
光が丘
警察署

光が丘
消防署

練馬

光が丘
病院

大泉中央
公園一帯

練馬区立
光が丘
体育館

都立

光が丘公園
競技場

練馬区立
総合体育館

陸上自衛隊
朝霞駐屯地警察

消防

医療

官公庁等

完成・概成

事業中(現道あり）

事業中(現道なし）

避難場所

補
助
第
２
３
３
号
線



４．事業の進捗状況（１）

事業費の執行状況

用 地 費 工 事 費 合 計

全体事業費（百万円） 10,496（10,496） 4,053  （4,013） 14,549 （14,509）

執 行 済 額（百万円） 7,646 （5,943） 58（49） 7,704（5,992）

執 行 率（％） 72.8（56.6） 1.4（1.2） 53.0（41.3）

用地取得状況

取得予定面積
（Ａ）

既取得面積
（Ｂ）

用地取得率
（Ｂ／Ａ）

19,020㎡ 13,923㎡（11,202㎡） 73.2％（58.9％）

（Ｒ５年度末時点 カッコ内は前回評価時点）
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４．事業の進捗状況（２）

11

一定期間を要した背景等

■ 本事業は、現道のない新設道路の整備箇所もあり、地権者が多く、

また、共有私道が点在しており、用地折衝に時間を要している。

事業の進捗状況・残事業の内容

■ 用地は約73％取得済である。

残る未取得用地も引き続き地権者との折衝を進めている。

■ 工事は未着手である。

着手に向けて、関係機関との協議及び設計を進めている。



５．事業の進捗の見込み

■ 残る未取得用地についても早期取得を目指し、 計画的に折衝を進めていく。
■ 用地取得状況及び関係機関との協議状況を踏まえて、順次工事に着手していく。

また、早期事業効果発現の観点から、地元と調整し、取得した用地に仮設歩道を設置していく。

残事業の取り組み及び進捗の見通し等

12

事業範囲 現道

【写真】用地取得状況



６．コスト縮減等

新工法、事業手法、施設規模等の見直しの可能性

 一般的な街路築造工事であるため、施工にあたって、新工法、事業手法、施設規模等を見直す
可能性は極めて少ない。

コスト縮減等の取組

 施工にあたっては、建設発生土の再利用や再生材の使用を行っていく。

 無電柱化にあたっては、東京都無電柱化計画（R3.6改定）を踏まえ、新材料等を積極的に活用
し、コスト縮減に取り組む。

 中温化アスファルトの原則活用を通じ、二酸化炭素の排出量抑制に繋げる。
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７．対応方針（原案）
（事業の必要性に関する視点）

■練馬区北西部の道路ネットワークを形成し、交通の円滑化が図られるとともに、利便性が向上する。

■緊急輸送道路間の接続により、防災拠点等へのアクセス性が向上する。

■大江戸線延伸の導入空間としても活用される見込みである。

（事業の進捗と見込みの視点）

■用地は約７３％取得済であり、残る未取得用地についても早期取得を目指し、

計画的に折衝を進めていく。

■用地取得状況及び関係機関との協議状況を踏まえて、順次工事に着手していく。

また、早期事業効果発現の観点から、地元と調整し、取得した用地に仮設歩道を設置していく。

対応方針（原案）継続
・事業の必要性が高く、早期の効果発現を図ることが適切。
・中止の場合は、事業効果を発現できないだけでなく、これまでの投資に見合った整備効果も
得られなくなる。
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